
○木曽広域連合奨学資金貸付条例施行規則

平成20年9月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条　この規則は、木曽広域連合奨学資金貸付条例(平成20年木曽広域連合条例第8号。以下「条例」とい

う。)第18条の規定に基づき、奨学資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条　奨学資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請人」という。)は、奨学資金貸付申請書(様式第1

号)に、次に掲げる書類又はこれに代わるべき書類を添えて、毎年1月末日までに木曽広域連合長(以下

「連合長」という。)に提出しなければならない。

(1)　奨学生推薦調書(様式第2号)

(2)　学業成績証明書

(3)　在学証明書又は入学予定証明書

(4)　家族の所得証明書

(奨学生の決定)

第3条　連合長は、奨学資金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)を決定しようとするときは、内

容審査に基づき申請人に優先順位を付し、優先順位上位の申請人から順次予算の範囲内で奨学生を決定

するものとする。

2　連合長は、奨学生を決定したときは、木曽広域連合奨学生決定書(様式第3号)により申請人に、木曽広

域連合奨学生決定通知書(様式第4号)により当該申請人の在学する学校長に通知するものとする。

3　前項の規定により、奨学生に決定された者が、貸付けの決定時において条例第3条第2号に定める学校

(以下「学校」という。)への入学を許可されていない場合には、奨学生決定候補者(以下「奨学生候補

者」という。)として扱うものとする。

4　奨学生候補者が、学校の入学を許可された場合は、奨学生としての本決定とみなす。

5　奨学生候補者が、学校への入学を許可されなかった場合は、奨学生候補者としての資格を失う。この場

合は、奨学生又は奨学生候補者とならなかった者の優先順位上位の申請人を奨学生又は奨学生候補者と

して順次繰り上げるものとする。

(誓約書の提出)

第4条　奨学生に決定された者は、連合長が指定した日までに、連帯保証人及び保証人が連署した誓約書

(様式第5号)を連合長に提出しなければならない。

2　前項の連帯保証人は、奨学生に決定された者の親権者又は後見人とし、保証人は、木曽郡内に居住し、

かつ、相当の資力を有する成年者でなければならない。ただし、保証人を木曽郡内居住者とすることが

著しく困難な場合は、この限りではない。

3　第1項に規定する連帯保証人及び保証人は、奨学生と連帯して債務を負うものとする。

(貸付けの辞退及び貸付期間等の変更)

第5条　奨学生は、条例第10条第1項の規定により奨学資金の貸付けを辞退しようとするときは、奨学資金

貸付辞退届(様式第6号)を連合長に提出しなければならない。

2　奨学生は、条例第10条第2項の規定により、決定された奨学資金の貸付期間又は貸付額の変更を申し出

る場合は、奨学資金貸付期間・貸付額変更申請書(様式第7号)を連合長に提出しなければならない。

3　連合長は、前項の申請に基づき奨学資金の貸付期間又は貸付額の変更を決定したときは、奨学資金貸付

期間・貸付額変更決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(貸付けの休止及び復活)

第6条　連合長は、条例第11条の規定により奨学資金の貸付けの休止及び復活を決定したときは、奨学資金

貸付休止・復活決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(貸付けの停止)

第7条　連合長は、条例第12条の規定により奨学資金の貸付けの停止を決定したときは、奨学資金貸付停止

通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(借用証書及び償還計画書)

第8条　奨学資金の貸付けが終了した奨学生(以下「借受人」という。)は、速やかに奨学資金借用証書(様

式第11号)及び奨学資金償還計画書(様式第12号)を連合長に提出しなければならない。

(繰上償還)

第9条　借受人が条例第13条第3項の規定に基づき、償還金未償還額を繰り上げて償還しようとするとき

は、奨学資金繰上償還申出書(様式第13号)を連合長に提出しなければならない。

(償還の猶予)

第10条　条例第14条の規定に基づき、奨学資金の償還の猶予を受けようとする借受人は、奨学資金償還猶

予申請書(様式第14号)を連合長に提出しなければならない。
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2　連合長は、奨学資金の償還を猶予することが適当と認めたときは、借受人に対し、奨学資金償還猶予決

定通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(償還の免除)

第11条　条例第15条の規定に基づき、奨学資金償還の免除を受けようとする借受人等は、奨学資金償還免

除申請書(様式第16号)に免除を受けることができる者であることを証明する書類を添えて連合長に提出

しなければならない。

2　連合長は、奨学資金の償還を免除することが適当と認めたときは、奨学資金償還免除決定通知書(様式

第17号)により通知するものとする。

(貸付台帳)

第12条　連合長は、奨学資金の貸付け及び返済その他必要事項を記録するため、奨学資金貸付台帳(様式第

18号)を備えなければならない。

附 則

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際、現に改正前の奨学資金貸付に関する規則の規定により奨学資金の貸付けを受けて

いる者については、なお従前の例による。

附 則(平成21年11月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和5年3月3日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)
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様式第2号(第2条関係)
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様式第3号(第3条関係)
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様式第4号(第3条関係)
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様式第5号(第4条関係)
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様式第6号(第5条関係)
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様式第7号(第5条関係)
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様式第8号(第5条関係)
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様式第9号(第6条関係)
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様式第10号(第7条関係)
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様式第11号(第8条関係)
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様式第12号(第8条関係)
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様式第13号(第9条関係)
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様式第14号(第10条関係)
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様式第15号(第10条関係)
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様式第16号(第11条関係)
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様式第17号(第11条関係)
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様式第18号(第12条関係)
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